
国際教養大学図書館複写取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国際教養大学図書館利用細則（以下「利用細則」という。）第１６条

により、国際教養大学図書館（以下「図書館」という。）における文献の複写（以下「複

写」という。）に関し必要な事項を定める。 

 

（複写の範囲） 

第２条 複写は、次の各号に掲げる場合に限って行うことができる。 

（１） 利用細則第２条に定める学内利用者及び学外利用者（以下「利用者」という。）が、 

その教育、研究及び学習に必要とする場合 

（２） 次に掲げる本学以外の機関が、その業務上必要とする場合 

ア 大学図書館、短期大学図書館及び高等専門学校図書館並びに学校図書館法（昭和２

８年法律第１８５号）第２条に規定する学校図書館 

イ 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館 

ウ 国公立の試験、研究及び調査等を行う機関 

（３）その他、図書館長（以下「館長」という。）が必要と認めた場合 

 

（複写の申込み） 

第３条 文献の複写を希望する者（以下「申込者」という。）は、あらかじめ図書館の定め

る申込書を提出しなければならない。 

 

（申込みの制限等） 

第４条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者に対し、複写の申 

込みを制限し、又は断ることができる。 

（１）図書館の複写処理能力を越える複写の申込みがあった場合 

（２）複写により損傷するおそれのある図書館資料の複写の申込みがあった場合 

（３）複写の禁止が定められている場合 

（４）その他館長が特別な理由があると認めた場合 

 

（複写の方法及び料金） 

第５条 申込者は、図書館内の複写機を利用し、自ら複写するものとし、その複写料金に

ついては、別表のとおりとする。 なお、納付された複写料金は、還付しない。 

 

 



（他機関との複写に関する取り扱い） 

第６条 学内利用者が他大学の図書館等の資料の複写を希望する場合、図書館システムに

より申込むことができる。ただし、その他の方法が本学により指定された場合は、その

限りではない。 

２ 前項の複写料金とその手続きに要する費用は、他大学の図書館等からの請求に基づき

学内利用者が負担するものとする。 

３ 他大学の図書館等から資料の複写について申込みがあった場合は、館長が本学の教育、

研究及び学習に支障がないと認める範囲で、これに応じるものとする。 

４ 前項の複写料金と手続きに要する費用は別表のとおりとし、他大学の図書館等又はそ

の利用者が負担するものとする。 

 

附  則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成３０年１月１２日から施行する。 

附  則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表（第５条第 1号関係及び第６条第４項関係） 

 

図書館における複写料金 

 

備考 １．複写料金の支払いと同様に郵送料と銀行への振込み手数料については、複写の

申込者において実費を負担するものとする。 

２．上記以外の複写サービスは当分の間行わない。 

種 別 申込者による複写 他機関からの依頼による複写 

電子複写方式によるもの 

Ａ３版以下 

（１枚につき） 

 

１０円 

 

４０円 

 


